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広島県水田農業振興方針 

制  定 令和３年１月15日 

一部改正 令和４年２月２日 

一部改正 令和５年３月30日 

一部改正 令和６年３月15日 

広 島 県 農 業 再 生 協 議 会  

１ 目的 

 平成30年産以降の米施策の見直し後の生産について国は、県・地域段階の協議会が作物ごとの作付ビ

ジョン（水田収益力強化ビジョン）を策定し、適宜、作付を誘導するというイメージを提示している。 

 このため、「水田収益力強化ビジョン」の目標年（令和８年）とその先の令和10年を見据えた、本県の

水稲需要の動向及び生産構造を想定するとともに、品目ごとの方向性と取組例を整理し、地域協議会へ

提示することで、地域における将来像の議論を促し、「水田収益力強化ビジョン」の見直し等を推進する。 

 

２ 広島県水稲等生産について 

（１）主食用水稲作付面積と水田活用の直接支払交付金交付面積（その他を除く） 

 

※１ 主食用米，非主食用米，戦略作物は国公表資料。 

※２ 野菜・花き・果樹は経営所得安定対策に係る交付面積 

 

○ 平成26年産まで、水稲作付面積は26,000haを維持していたが、平成26年産の米価が過去最低とな

った影響から、平成27年産においては、25,465haと500ha以上減少した。 

○ その後水稲作付面積の減少幅は緩やかになったものの、令和元年産では平成30年の豪雨災害の影

響により前年作付から807haと大きく減少しその後も減少傾向にある。 

(ha) 
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○ 特に令和２年産からのコロナ禍による全国の需給緩和により米価下落の影響を受けたが、コロナ

前の需給に回復しつつある。反面、担い手への農地の流動化が進みにくい状況が生じており、今

後も作付減少幅が拡大することが懸念される。 

○ また、戦略作物及び野菜・花き・果樹においても減少傾向にあり、主食用水稲作付面積の減少に

見合う作物作付が行われていない。 

○ 一方、非主食用米は平成25年～平成28年産にかけては、米価下落の影響等を受け大きく増加し、

近年は海外から輸入される飼料の高騰もあって、面積が増加している。 

 

（２）県産米生産量及び県民消費量の動向 
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県産米生産量：農林水産省需給調整関係公表「主食用米作付面積」 

県民消費量：農林水産省公表の1人当たり米消費量に広島県公表の広島県推計人口を乗じて算出（推定値） 

 

○ 県民消費量に占める県産米生産量の割合が70～75％程度で推移しており、県民消費量を県産米が

充足していない状況にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：ｔ 
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（３）年産別相対取引価格と民間在庫の推移 

 

○ コロナ禍による業務用を中心とした需要の落ち込みや、全国的な需給緩和の影響を受け、令和２

年産から全国・広島県ともに相対取引価格は下落傾向にあったが、令和４年産から需給回復の動き

が見られ、５年産にかけても価格は上向きとなっている。 

〇 全国の令和５年産主食用米等生産量は、当初国が示した適正生産量を下回る見通しとなった。 

  令和５年産の県産米の相対取引価格（12月時点）は、いずれの品種においても令和４年産より高

値で推移している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【将来見込】 

○ 今後、主食用米については、民間在庫の解消状況を注視しつつ、販売先のニーズを把握し、地産地消

を中心とした県産米需要に着実に応えていくとともに、県産米の更なる需要拡大に取り組むことが重

要になる。 

〇 そのためにも、主食・非主食用米等の組み合わせにより、今後変化する需要に柔軟に対応できるよう

水稲の生産基盤を維持していく必要がある。 

年産 生産目標（トン） 令和５年産生産量（トン） 

令和６年産 
111,800 トン 

（21,174ha） 109,700 トン 

（20,500ha） 
令和８年産 

111,800 トン 

（21,174ha） 

※令和５年産主食用米水稲面積及び生産量は国公表値。 

令和６年産及び令和８年産生産目標面積は平年収量（524kg/10a）で除した値。 

単位：円/玄米 60kg 

令和５年産 

（12 月時点） 

単位：万トン 
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○  市町別にみると、県中北部は作付面積の減少を抑えられている一方、県南部を中心に作付面積

の減少が進んでいる。   

○ 担い手の集積割合との相関をみると、担い手による集積が進んでいない地域ほど作付面積が減

少する傾向にある。 

○ 水田で最も作付割合の大きい水稲において小規模販売農家が減少し続けている（後述）ことを

勘案すると、耕作しなくなった農地の受け皿の少ない担い手不在地域を中心に、今後も不作付

化が進むと想定される。 

 

 

 

３ 広島県水稲生産構造  

 

 

 

 

【将来見込】 

○ 担い手不在地域を中心に、作物作付（主食用米、非主食用米、経営所得安定対策助成作物）

面積が減少し、今後も優良農地の不作付地化が進むと想定される。 

水稲及び水田活用直接支払交付金交付面積市町

別作付減少率（Ｈ25⇒Ｒ４） 

水田面積に対する担い手集積面積の割合（％） 

※県再生協調べ ※県再生協調べ 

…H25 年産比減少率 10％以上 15％未満 

…H25 年産比減少率 15％以上 20％未満 

…H25 年産比減少率 20％以上 

…45％以上 55％未満 

…25％以上 35％未満 

…15％未満 

…15％以上 25％未満 

※担い手：認定農業者，集落法人，認定就農者（認定新規就農者を含む），

農業参入企業，集落営農（規約・代表者の定め・共同販売経理を行う者

（県再生協調べ） 
※水田活用直接支払交付金交付対象面積：戦略作物， 野菜・花き・果樹 

…H25 年産比減少率 10％未満 
…35％以上 45％未満 
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３ 広島県水稲生産構造 

（１）水稲の生産構造について                 （令和４年） 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

（２）販売に結び付いた主食用米生産面積（水稲共済及び収入保険加入面積ベース（加工用米含む）） 

の規模別構造 

○ 水稲生産の大部分を占める主食用米（加工用米含む）販売経営体の規模別構造をみると次のよう

になる。 

 面積階層 
～ 

0.5ha 

0.5～ 

1ha 

1～ 

3ha 

3～ 

5ha 

5～ 

10ha 

10～ 

20ha 

20～ 

30ha 

30～ 

50ha 
50ha～ 計 

H25 

人数（人） 
27,348 9,338 3,087 256 203 145 51 21 1 40,450 

Ｒ４ 

人数（人） 
16,669 5,502 2,244 257 210 154 72 33 7 25,148 

H25とＲ4との差 △10,679 △3,836 △843 1 7 9 21 12 6 △15,302 

H25 

面積（ha） 
7,020 6,428 4,464 997 1,446 2,082 1,231 794 52 24,514 

Ｒ４ 

面積（ha） 
4,173 3,808 3,311 981 1,497 2,185 1,717 1,210 412 19,294 

H25とＲ4との差 △2,847 △2,620 △1,153 △16 51 103 486 416 360 △5,220 

H25 

1人当たり平均

面積（ha） 

0.26 0.69 1.45 3.90 7.12 14.36 24.14 37.83 52.49 0.61 

Ｒ４ 

1人当たり平均

面積（ha） 

0.25 0.69 1.48 3.82 7.13 14.19 23.84 36.67 58.86 0.77 

H25とＲ4との差 △0.01 0.00 0.03 △0.08 0.01 △0.175 △0.03 △1.16 6.37 0.16 

○ 作付面積５ha未満の面積は減少している。 

○ また、作付面積５ha以上50ha未満では、規模拡大する経営体と縮小する経営体が混在しており、

１人当たり平均面積は減少しているが、規模拡大する経営体が増加している。 

○ 作付面積50ha以上では、経営体数、面積、1人当たりの平均面積がいずれも増加していることから、

経営規模の拡大が進んでいる。 

 

 

 

 

水稲生産者（統計面積） 22,774ha（約 8 万人）（一体化台帳配布人数） 

（主食用米生産面積 21,100ha，非主食用米生産面積 1,674ha） 

水稲共済及び収入保険加入者 19,294ha（25,148 人）  

 

【将来見込】 

○ ５ha 未満の経営体は離農等により減少しているが，一部の経営体は５ha 以上に規模拡大している。 

○ 想定米価（過去最低米価 H26 年産米価）まで下落した場合や資材高騰が継続する場合は、採算ライン

は 15ha（後述）となることから、15ha 未満の面積階層で作付け減少が続く一方、一部は 15ha 以上に規模

拡大すると推測される。 

ナラシ加入者【米】 

1,432ha 

(125 人） 

収入保険対象者（青色申告実施者） 

      6,557 人 



6 

（３）生産規模別の生産費と経営収支の比較 

R２年米生産費（円/10a）は国統計資料より中国地方平均値。ただし、３ha以上の面積階層は中国地方のみでは

絶対数が少なく面積階層の設定が少ないことから全国平均値を採用した。 

また，物財費には農業物価統計調査の令和５年（令和２年基準）農業資材総合の価格指数（119.8）を反映した。 

 ただし，肥料価格高騰対策事業等の支援は収入に入れていない。 

現状：10aあたりの収入 ： 510kg × 5,700円/30kg（令和４年産コシヒカリ） ÷ 30kg ＝ 96,900円  

将来：10aあたりの収入 ： 510kg × 5,200円/30kg（過去最低米価H26年産） ÷ 30kg ＝ 88,400円  

（単位：円/10a） 

 面積階層 

～ 0.5～ 1～ 3～ 
5～

10ha 

10～20ha 20～ 30～ 

50ha～ 

中国 

地方 

平均 0.5ha 1ha 3ha 5ha ～15ha 15ha～ 30ha 50ha 

物財費 164,194 133,269 103,526 86,037 81,807 77,766 73,760 118,440 

労働費 102,944 51,855 44,358 30,317 25,584 24,865 22,385 55,545 

地代等 1,007 969 2,966 8,913 5,913 9,311  8,463 2,436 

計 268,145 186,093 150,850 125,267 113,304 111,942 104,608 176,421 

収支 

赤字 物財費賄える 物財費と労働費賄える 赤字 

△ 

171,245 

△ 

89,193 

△ 

53,950 

△

28,367 

△ 

6,404 

  △ 

15,042 
△ 7,708 △ 79,521 

            

            

過去最低 

米価試算 

赤字 物財費賄える 赤字 

▲ 

179,745 

▲ 

97,693 

▲ 

62,450 

▲ 

36,867 

▲ 

24,904 

▲ 

23,542 
▲ 16,208 ▲ 88,021 

○ 令和５年並みの物財費の高騰が続いた場合、15ha未満の面積階層は、物財費は確保できるかまたは

赤字となる。 

○ 15ha以上の階層では、物財費と労働費は確保できるが地代等は補えない。地代等の減額ほか、コス

トの低減が必要になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【将来見込】 

○ 物財費と労務費が確保できる 15ha 以上の階層でも、想定米価まで下落することに備えて、低コ

スト化技術の導入、規模の拡大や単収の向上など収益性を向上させる取組が一層重要になる。

(後述) 

○ また、今後は経営面積の大きい経営体に農地集積が進む可能性はあるが、地代の低減、担い手

の負担となる水管理・畦畔管理等や面的な農地集積を、地域と連携して取り組めるよう、地域

での話し合いを進めていく必要がある。  
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推進方向 

（１）水田の将来作付の考え方 

○ 作付が行われている水田や良好な管理が行われている水田を中心に担い手に農地を集積し、経営規模

の拡大や園芸品目の導入により経営の安定を図り、県内全体の水田の作付を維持・拡大する。 

                         （単位：ha） 

作 物 
作付面積 

（令和４年度） 
R8年産の作付面積の考え方 

主食用米 21,100 

主食用米の作付を確保した上で、需要に応じた生産を前

提に非主食用米を推進する。また、農地の有効活用や農業

者の収益性向上のために園芸作物等を導入し、水田作付面

積は畑地化転換を含め、25,800ha以上に維持・拡大してい

く。 

非主食用米合計 1,674 

水稲合計 22,774 

園芸作物等 2,342 

総合計 25,116 

  ※「作付面積」…水稲の作付面積及び水田活用直接支払交付面積 

 

（２）生産対策 

○ 生産規模に応じた低コスト化技術の導入、収量性の高い品種の導入等により、いずれの面積階層

も生産性の向上が必要と考えられる。 

○ 例えば、密播疎植栽培、直播栽培等省力栽培技術の導入により生産費の削減を図り、また収量性

の高い品種を導入し位面積当たりの収量の向上を図ることで、生産性を向上させる。 

○ 上記の取組による生産性の向上を行った場合、生産面積15ha以上の経営体で黒字化し、15ha未満

の経営体でも赤字縮小する。 

★省力・低コスト化技術導入 

L型肥料導入：肥料コストの低減  ▲３，２００円/10a（物財費） 

密播疎稙栽培：育苗コストの低減 15箱 ⇒ 10箱  ▲１，９６９円/10a（物財費 ▲1,657円 労働費 ▲312円） 

★収量性の高い品種の導入 コシヒカリ 510kg/10a ⇒ あきさかり、恋の予感等600kg/10a 

600kg×4,700円/30kg（コシヒカリ以外想定米価） ＝ 94,000円 

                                                              （単位：円/10a） 

 

（３）規模拡大と経費の削減 

○ 水稲は大規模経営ほど低コスト化技術や多収性品種の導入効果が高いため、今後も大規模経営化

が進むと想定される。そのため、ほ場ごと管理の仕組みを充実し、品種の組合せ（極早生から晩生）

 面積階層 

～ 0.5～ 1～ 3～ 
5～

10ha 

10～20ha 20～ 30～ 
50ha

～ 

中国 

地方 

平均 
0.5ha 1ha ３ha 5ha ～15ha 

15ha

～ 
30ha 50ha 

物財費 159,337 128,412 98,669 81,180 76,950 72,909 68,903 113,583 

労働費 102,632 51,543 44,046 30,005 25,272 24,553 22,073 55,233 

地代等 1,007 969 2,966 8,913 5,913 9,311 8,463 2,436 

計 262,976 180,924 145,681 120,098 108,135 106,773 83,932 171,252 

生産

対策

実践

時 

  赤字 
物財費が 

賄える 
黒字 赤字 

収支 
△ 

168,976 

△ 

86,924 

△ 

51,681 

△ 

26,098 

△ 

14,135 

△ 

12,773 
10,068 

△ 

77,252 
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や作業効率性に見合う範囲内でのほ場特性（標高差等）により作期分散し機械の利用効率を上げる

ことで、１経営体あたりの経営面積拡大を目指す。 

当面は大規模経営化をしない集落法人や水稲専業農家についても、基幹作業の共同化等作業の省

力化や固定費の節減、共同購入等による資材費の節減を図る必要がある。 

○ 担い手への集積が困難な面積の小さい階層の農業者については機械費を削減するため、機械の共

同利用や資材の共同購入、農作業受託、園芸作物等高収益作物の導入により労働費を賄うなど進

める必要がある。 

 

（４）国制度等の活用 

○ 水田農業の振興に資する関連制度の周知や活用促進を図る。 

①水田活用の直接支払交付金 

  国が交付単価を定める非主食用米・麦・大豆等に交付される戦略作物助成と共に県・地域段階へ

配分される産地交付金により、非主食用米の需要に応じた生産を促すと共に園芸作物等地域の振

興作物の生産振興に活用する。 

②畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）、収入減少影響緩和交付金（ナラシ対策）、収入保険制度等

セーフティネットの活用 

  自然災害による生産量の減少や農産物の価格の低下など収入減少による農業経営への影響を緩和

し、また諸外国との生産条件の格差による不利がある麦、大豆、そば、なたねの安定的な経営を

図るため、それぞれの経営形態に応じた各種セーフティネット（ゲタ対策、ナラシ対策、収入保

険制度、農業共済制度、野菜価格安定制度）を選択できるよう、関係団体と連携し啓発を行う。 

③その他 

日本型直接支払制度等を活用し、担い手と連携した地域の共同活動や地域資源（農地、水路、農

道等）の維持管理に向け、関係部局と連携し啓発活動等を行う。 

その他、水田の有効利用や農業者の経営安定に資する関連制度について啓発活動等を実施する。 

 

（参考）【ナラシ対策の加入申請状況】（県再生協調べ） 

 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

加入者数（人） 334 254 201 125 97 

加入面積（ha） 3,961 3,111 2,452 1,432 1,235 

    

（参考）【主食用米（加工用米含む）収入保険制度加入状況】（県共済組合調べ） 

 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

加入者数（人） 149 266 513 903 1,041 

加入面積（ha） 1,251 2,512 4,079 5,881 6,278 
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（５）将来の目指す方向性別の対応 

  ア 持続性の高い経営体 

   ○ 人材育成が機能する組織体制を構築し、高いモチベーション維持が可能な労働対価や再生産

可能な企業利益を目指す経営体を想定。 

   ○ 経営者が組織マネージメントに注力できるためには、経営者の右腕となって現場作業を指揮

管理する農場長等の育成や非熟練者～中堅～熟練者へ社内で熟練段階に応じて技能等が習得

できる体制が必要になる。経営方針や経営計画の共有、組織及び社員の目標設定と適正な評価

制度に基づく賃金体系の整備など人材育成に向けた仕組みづくりを行う。 

   ○ また、作付地帯の気象条件を踏まえ、主食用米の品種や非主食用米の組み合わせによる作期

分散を図り、機械の利用効率を最大限高める規模へ拡大し、企業利益を確保する。 

   ○ 持続性の高い経営体を育成することで、育成した人材の独立による新たな担い手経営体の育

成や新たな担い手経営体との資材の共同購入や農産物の共同販売等の面で連携するなどグル

ープ会社の方向も想定される。 

○ 将来は、組織内での人材確保が困難となったあるいは労力が不足している経営体の作業受託

やオペレーター派遣または、他社の社員や新規就農者の研修受け入れにより即戦力としての人

材育成を図るなど人材育成機能を活かした担い手間の連携を目指す。 
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イ 担い手 

○ 地域農業の核としてまとまった農地を担う集落法人、認定農業者、認定新規就農者、農業

参入企業や集落営農を想定。 

 ○ 人材の確保や経営継承に向けて法人化を推進し、経営方針及び経営計画の策定や就農業規

則の整備などによる労働条件の見える化等の労働環境を整備する。 

○ 経営規模拡大や機械の共同利用、資材の共同購入、農産物の共同販売など担い手間連携に

より固定費の低減を図る。 

○ また収量性の高い品種や、良食味の地元銘柄を組合せ、収益向上を図る。 

   ウ 多様な担い手 

○ 兼業農家を想定 

○ 米価の下落や資材費の高騰、また高齢化・相続等をきっかけに、離農や遊休農地化する事が懸念

される。農業委員会との情報共有、農地中間管理事業や地域計画等の周知により、地域で今後農

地をどう守っていくか話し合い、その結果に応じて、貸付希望のある優良農地を担い手等へ集積を

進める。 

○ 個人で営農を継続する場合は、担い手への農作業委託や機械の共同利用を進め、営農を継続で

きる体制へ誘導する。 
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５ 作物ごとの作付目標面積 

作物 

令和４年度 

作付面積 

令和５年度 

作付面積速報値 

令和６年度 

目標作付面積 

令和８年度 

目標作付面積 

（ha） （ha） （ha） （ha） 

主食用米 21,100 20,500 21,174 21,174 

飼料用米 518 443 561 670 

米粉用米 129 96 108 108 

WCS用稲 614 708 760 776 

加工用米 351 351 361 361 

備蓄米 4 10 0 0 

その他新規需

要米 
58 77 77 88 

水稲合計 22,774 22,185 23,041 23,177 

麦 315 326 330 357 

大豆 249 228 260 334 

飼料作物 964 928 981 1079 

そば・なたね 249 252 241 241 

園芸作物 
（重点品目） 

565 587 627 688 

 野菜 509 530 570 631 

 花き 45 43 41 37 

 果樹 11 14 16 20 

合 計 25,116 24,506 25,480 25,876 

  ※「令和４年度及び令和５年度の作付面積」は、主食用米、非主食用米及び麦・大豆・飼料作物・そば・なたねが国

公表値に係る実績値及び速報値（令和５年9月15日時点）。 

  ※園芸作物については県再生協調べ（令和４年度：産地交付金対象面積、令和５年度：産地交付金対象＋畑地化促進

事業のみ対象の面積）。 

 

〈参考：畑地化促進事業（定着促進支援）面積〉                    (ha) 

  令和５年度実績 令和６年度見込 

畑作物 

（麦、大豆、飼料作物、子実用とうもろ

こし、そば、なたね、その他） 

 59 244 

累計 （59） 303 

高収益作物 

（野菜、果樹、花き・花木、その他） 

 183 162 

累計 （183） 345 

計 
 242 406 

累計 (242) 648 

  ※令和５年度補正予算「畑地化促進事業に係る要望調査」（令和６年３月８日時点） 
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６ 品目ごとの方向性 

（１）共通項目 

○ 良好な管理が行われている水田を中心に主食用米及び非主食用米の需要に応じた生産を進め、水田

の作付面積の維持・拡大を図る。 

○ 特に担い手に生産を重点化し、生産性の高い農地を中心に農地集積を加速化するとともに、条件改

善が必要な農地は関連制度の活用により、担い手への集約化や土地改良を進める。 

○  同時に農業者の収益向上のため、園芸作物の振興や産地育成を行う。 

○ 担い手等が安定した生産を継続し生産額を拡大するため、県内外の実証結果を踏まえながら、省

力化、軽労働化、低コスト化、大規模生産及び高い生産性等を可能にするスマート農業等の導入、

普及及び技術継承の取組を支援する。 

○ 生産量の減少や販売価格の低下に備え、農業者の経営形態に応じた各種セーフティネット対策へ

の加入促進を図る。 

 

（２）主食用米 

○ 県内需要に対し生産量は不足しており、県産米の安定的な供給を図るため、県域の目安を目標に

販売と結びつく生産が行われている地域を中心に生産拡大を図る。 

○ また、需要者が求める品質、数量に対応し、業務用米・家庭用米いずれの用途でも一定の収益が

確保できるよう推進する。 

○ また、米の需給変化に耐えられるよう、事前契約など需要者と生産者との結びつきに基づく販売

拡大を推進する。 

 

用途（仕向け先） 導入品種 栽培方法 導入技術等（例） 
収益確保のための目

指す方向性 

家

庭

用

米 

地域ブラン

ド米 

良食味品種・

地域独自銘柄

品種 

 

良食味を追及し

た栽培 

特別栽培米等付

加価値を付けた

栽培 

先進技術（ドローンや可

変施肥田植機等）の活用 

減農薬減化学肥料栽培 

ＧＡＰの導入、堆肥投入

等土づくり 

高単価での販売 

ブランド力向上 

一般家庭向

け 

良食味かつ収

量性の高い品

種  

一定の収量・品質

を目指す栽培・省

力低コスト技術

の導入 

密播疎稙栽培、Ｌ型肥料

の導入、堆肥投入等土づ

くり 

良食味米の安定生産

による値頃感のある

販売 

業

務

用

米 

 収量性の高

い、用途に適

した品種 

収量性を重視し

た栽培・省力低コ

スト技術の導入 

密播疎稙栽培、Ｌ型肥料

の導入、多施肥栽培、堆

肥投入等土づくり 

安定多収、複数年契

約等による一定単価

での販売 

特

定

需

要 

酒造好適米 専用品種 醸造原料に向く

品質を重視した

栽培 

先進技術（ドローンや可

変施肥田植機等）の活用 

ＧＡＰの導入、堆肥投入

等土づくり 

県内需要への高品質

安定供給 
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（３）非主食用米 

○ 需要に基づく必要な主食用米を確保したうえで、農地の有効活用、水田機能の維持の視点を踏ま

え、需要との結びつきを前提に非主食用米を推進する。 

○ 担い手が作期分散や主食用米・園芸作物の導入が困難な農地の有効活用を図るための品目として

導入し、多収技術による収益向上や栽培技術の改善による省力・低コスト栽培、機械の共同利用

の取組を進める。 

ア 飼料用米 

○ 県内の需要は養鶏利用が主体であるため、養鶏農家の需要に応じた生産を進める。 

○ 大型需要者の需要量を調査し、地域協議会や生産者へ周知することで、養鶏農家との需給マ

ッチングを進め、作付面積の拡大を誘導する。 

○ 近年低単収傾向にあり、多収、省力低コスト技術の導入や栽培方法の改善を進める。 

○ 地域の実情に応じた耕畜連携の取組を促し水田の地力増進による安定生産を図る。 

イ 米粉用米 

○ 麺、製菓やパン等の原料として地域の需要に応じた生産を行う。 

○ 需要者の需要に応じた品種の作付けを進めると共に、多収技術の導入や、低コスト化へ向け

た取組を図る。 

ウ ＷＣＳ用稲 

○ 広酪ＴＭＲセンターに加え、全農ＴＭＲセンターの需要に対応する。 

○ 耕種農家と畜産農家とのマッチングにより地域取組を推進する。 

○ 一定規模以上の団地化、適期作業、立毛乾燥や多収性品種の導入により、高品質、低コスト

化へ向けた取組を進める。 

○ 地域の実情に応じた耕畜連携の取組を促し水田の地力増進による安定生産を図る。 

エ 加工用米 

○ 県内酒造会社の酒造用原料（かけ米）や県外食品加工業者の冷凍米飯原料などへの需要に対

し安定的に供給する。 

○ 担い手の作期分散として加工用途に適した品種への作付け誘導を行う。 

○ 多収技術や加工用途に適した多収性品種の導入、省力・低コスト化へ向けた取組を図る。 

オ 新市場開拓用米 

○ 今後の本県や全国的な需要動向を勘案し、輸出用米等の米の新たな市場開拓についても対応

する。 

カ 備蓄米 

○ 国の優先枠や米価の動向を勘案しながら対応する。 

 

（４）麦、大豆、飼料作物 

○ 県内需要や地場の需要に応じた生産を確保する。 

○ 担い手が、労働分散、農地の有効活用、二毛作による所得向上のための品目として導入し、適期

作業を徹底し、需要に応じた生産を進める。 

ア 麦 

○ パンや焼酎原料等の需要に対応する。担い手を中心に団地化による低コスト化を図り、価格  



14 

の低減を進めるとともに土壌改良、排水対策、適期作業の徹底により品質の向上を目指す。 

イ 大豆 

○ 豆腐や味噌等の県産需要に対応する。麦と同様に団地化、土壌改良、排水対策、適期作業の

徹底により単収及び品質の向上を目指す。 

ウ 飼料作物 

○ 地域流通や自家利用を中心に、既存需要に対応する。 

 

（５）そば 

○ 地産地消を中心とした地場の需要に応じた生産を確保する。 

 

（６）園芸品目 

○ 機械化等による低コスト化、一定ロットの確保や契約栽培の推進により、収益性の確保ができ、

地域で振興する品目で、産地間の連携等により、需要に応じた生産供給体制の確立を目指す品目

を重点品目として定め、産地の生産量の拡大を図る。 

○  重点品目は、キャベツ、アスパラガス、トマト、ほうれんそう、ねぎ、わけぎ、こまつな、ちんげ

んさい、しゅんぎく、みずな、きゅうり、なす、えだまめ、たまねぎ、きく、ぶどう、いちじく、

レモンとする。 

ア 野菜 

○  経営発展を目指す担い手等の規模拡大や機械化等による省力化やハウス栽培の推進により、

生産性を向上させ、需要に対応した供給体制の構築等具体的な取組を進める。 

○  自己保全管理等水稲作付が困難な農地や土壌性質、排水不良等により園芸作物に適さない農

地は畑地へ転換し生産性を向上する。 

イ 花き 

○ 重点品目であるきくを中心に、既存産地の生産振興を進める。 

ウ 果樹 

○ 重点品目であるぶどう、いちじく、レモンを中心に水田からの転換による面積拡大を行うと

ともに栽培管理の徹底による生産性の向上を図る。 

 

（７）畑地化を含めた不作付地の解消 

◯ 農地中間管理事業の周知を図り、貸付希望農地と借受を希望する担い手へのマッチングを促進す

る。 

○  県・市町の担当部局と連携して作付状況、作付意向を見える化し、地域での話し合いに基づく地

域計画の推進を行う中で、良好な水稲栽培管理が行われている水田は水稲作付を継続し、畑作物

の本作化が進んでいる水田には、畑地化促進事業を推進する。一方で、周辺ほ場の耕作の支障と

なっている不作付地は、耕作も含め適切な管理がされるよう働きかけを行う。 

○  担い手への農地集積が進み、園芸品目や畑作物への転換が図られる地域においては、排水性の向

上（暗渠・明渠）・狭小な区画等の改良や、管理の省力化（自動給水・スプリンクラー、自走式草

刈機導入のための畦畔の改良等）及びスマート農業機器導入のためのほ場環境の整備を推進する。 


